
令和４年度コミュニティ・スクールに関する調査結果

※学校統廃合等により、当該年度設置校数と累計数が一致しない場合がある。

①各市町村において、コミュニティ・スクールの導入が確実に進んでいます。

②「学校・家庭・地域の役割分担や取組の明確化・適正化」について、約９割の学校で、「学校
運営協議会において意見を出し合うなどの協議を行い、取組内容や役割分担を明確化してい
る」と回答しています。

③学校運営協議会の議題について、半数以上の学校が「学校行事」「授業改善」「学校評価」
「地域人材の活用」を多く取り上げていると回答しています。

④協育ネットワーク関係者が約７割の学校で学校運営協議会
委員に任命されています。そのうちの約９割の学校が、協育
ネットワーク関係者が入ることで、「学校と地域が情報を
共有するようになった」「地域と連携した取組が組織的に行え
るようになった」と回答しています。

⑤コミュニティ・スクール導入の効果として、６割以上の学校が「学校運営の基本方針の作成・
改善が図られるようになった」「地域と連携した教育課程が作成されるようになった」「放課後の
学習支援や登下校の見守り等、多様な活動が実施されるようになった」と回答しています。

⑥学校運営協議会の一層の充実に向けた課題として、「学校運営協議会で協議すべき課題の明確
化・具体化」「学校運営協議会における協議内容や決定事項、取組の成果の発信」「学校運営
協議会で協議した内容の教育課程への反映」が挙げられています。

分析結果

※□内の数値は、小中学校及び義務教育学校における設置割合

◆大分県教育委員会義務教育課R５.２

学校運営協議会を導入している学校数の推移

（％）（校数）

（全３２９校）
■ 調査対象：学校運営協議会を導入している小学校・中学校・義務教育学校（令和4年12月）※ 

調査の概要

※「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５」に基づいて「学校運営協議会」を設置している学校。
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※「協育」ネットワーク
学校関係者・保護者・地域住民・
関係団体等が緩やかなネットワー
クを形成することにより、子供たち
の育ちや学びを地域ぐるみで見守
り支援するための仕組み

1 2 4 10 15 29 70
105

121

192

266

300

309

329

6.7

17.5

26.5
31.6

50.7

72.3

81.3 84

90.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H19 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

0

50

100

150

200

250

300

350

400



2

課題・目標の設定及び共有の方法

 89.1%の学校が「学校運営協議会において意見を出し合うなどの協議を行い、取組内容や役割分担を
明確化している。」と回答しています。

 推進部会の活用は22.7%、既存の組織の活用は36.0%となっています。

 92.7%の学校が「協議事項を焦点化・具体化して協議している」と回答し、次いで86.1%の学校が「協
議事項について、委員全員の発言の機会を設けている」と回答しています。

学校・家庭・地域の役割分担や取組の明確化・適正化

保護者や地域住民との協議での工夫

 複数回答可

 複数回答可

課題・目標の設定・共有

事前に委員で課題や目
標について協議をし、
設定・共有した

学校が設定した課題や
目標を委員に説明し、
了承を得て共有した

学校が設定した課題や目
標を委員に説明し、委員が
意見を出し 合い、修正・改
善するなどの協議を経て共
有した

92.7%

86.1%

13.0%

10.3%

1.2%

0.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

89.1%

22.7%

36.0%

2.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

取組内容や役割分担を明確化できていない

学校運営協議会において意見を出し合うなどの協議を行い、
取組内容や役割分担を明確化している

学校・家庭・地域の代表者が集まる既存の組織を活用して意見を
出し合うなどの協議を行い、取組内容や役割分担を明確化している

学校運営協議会の推進部会で意見を出し合うなどの協議を行い、
取組内容や役割分担を明確化している

協議事項を焦点化・具体化して協議している

協議事項について、委員全員の発言の機会を設けている

協議事項について、付箋等を用いて委員の発言を可視化したり、全員に
分かるように記録したりして、協議している

協議事項について、事前にアンケート等で意見を聴取し、協議している

協議の場に児童生徒も参加して協議している

協議は行うが、深めるための特段の工夫はしていない

55.3% 34.1% 10.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■55.3%の学校が「学校が設定した課題や目標を委員に説明し、了承を得て共有した」と回答しています。
■「委員が意見を出し合い、修正・改善するなどの協議を経て共有した」については、34.1%となっています。



 学校運営協議会の議題について、半数以上の学校が「学校行事」「授業改善」「学校評価」「地域
人材の活用」を多く取り上げていると回答しています。

 「教育課程」については、約４割の学校が「あまりなかった」「全くなかった」と回答していま
す。

 複数回答可
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学校運営協議会の議題

教育課程

学校行事

授業改善（学力向上の取組を含む）

いじめ・不登校などの生徒指導

学校評価（自己評価・関係者評価など）

地域の人材活用

学校運営への必要な支援

13.0%

55.3%

59.2%

24.2%

58.0%

50.2%

47.1%

46.8%

31.1%

32.6%

48.9%

35.0%

36.6%

44.4%

30.8%

13.3%

5.4%

19.6%

4.2%

10.9%

7.9%

9.4%

0.3%

2.7%

7.3%

2.7%

2.4%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

多くあった ときどき
あった

あまり
なかった

全くなかった

学校運営協議会の開催回数

年６回以上

年５回

年４回

年３回

年２回以下

 70％以上の学校では、「年3回」「年4回」の実施になっています。

10.3%

10.3%

31.4%

41.7%

6.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%



学校運営協議会の会議設定がスムーズになった

管理職や担当教職員の負担が軽減した

一般教職員の負担が軽減した

学校と地域が情報を共有するようになった

学校支援活動など多様な学びが活発になった

地域と連携した取組が組織的に行えるようになった

23.6%

21.5%

15.0%

43.3%

41.6%

45.1%

45.5%

47.2%

45.9%

46.4%

45.1%

45.5%

25.3%

25.8%

32.6%

9.9%

13.3%

9.0%

5.6%

5.6%

6.4%

0.4%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 学校運営協議会の委員に、協育ネットワーク関係者が入っている学校は233校（70.4％）であり、昨年
度と比べ6.0ポイント増加しています。
【参考】R１：48.9% R2：59％ R3：64.4％

 協育ネットワーク関係者の参画により、「学校と地域が情報を共有するようになった」「学校支援
活動など多様な学びが活発になった」「地域と連携した取組が組織的に行えるようになった」と肯
定的な回答をしている学校が９割程度あります。
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学校運営協議会委員における協育ネットワーク関係者の任命

70.4%（２３３校） 29.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

任命されている 任命されていない

協育ネットワーク関係者の参画による効果

協育ネットワーク関係者の任命

 複数回答可

 回答数（協育ネットワーク関係者が任命されて
いる学校） 233校

とても
当てはまる

まあまあ
当てはまる

あまり
当てはまらない

全く
当てはまらない
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コミュニティ・スクール導入による学校運営上の効果

学校運営の基本方針の作成・改善が図られるようになった

地域と連携した教育課程が作成されるようになった

生徒指導上の課題への対応が図られるようになった

学校における働き方改革が推進されるようになった

放課後の学習支援や登下校の見守り等、多様な活動が実施される
ようになった

幼小中が連携した教育が推進されるようになった

学校・地域の連携・協働等により、学校と地域の防災体制が強化された

 導入の効果として、
・「学校運営の基本方針の作成・改善が図られるようになった」
・「地域と連携した教育課程が作成されるようになった」
・「放課後の学習支援や登下校の見守り等、多様な活動が実施されるようになった」
と感じている学校が半数以上あります。

 複数回答可

学校運営協議会の一層の充実に向けた課題  複数回答可

74.3%

67.4%

48.6%

44.7%

61.3%

35.3%

38.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

55.0%

48.9%

32.6%

25.4%

31.4%

29.9%

13.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

学校運営協議会で協議すべき課題の明確化・具体化

学校運営協議会における協議内容や決定事項、取組の成果の発信

学校運営協議会で協議した内容の教育課程への反映

地域学校協働活動推進員等「協育ネットワーク」関係者の学校運営協
議会委員としての参画

学校運営協議会の会議運営上の業務負担

学校運営協議会関係者の理解促進や資質向上のための研修の実施

教育委員会による学校運営協議会の充実に向けた助言や支援

 学校運営協議会の一層の充実について、
・「学校運営協議会で協議すべき課題の明確化・具体化」
・「学校運営協議会における協議内容や決定事項、取組の成果の発信」
・「学校運営協議会で協議した内容の教育課程への反映」
を課題としている学校が多くあります。



課題や目標の設定、協議の充実について
協議の内容を焦点化したり、委員全員に発言の機会を設けたり、付箋紙やワークシートを

用いたりするなど、学校運営協議会委員が当事者意識をもって参加できるように工夫してい
る学校があります。一方で、「協議すべき課題の明確化・具体化」を今後の課題としてあげ
る学校も半数以上あります。報告事項と協議事項を区別し、必要に応じて児童生徒がオブ
ザーバーとして参加するなど、学校が抱える課題を明確にし、協議を充実していく必要があ
ります。

学校・家庭・地域の役割分担について
学校・家庭・地域が課題を共有し、それぞれが果たすべき役割について協議することが必

要です。学校における働き方改革の推進の観点からも学校業務の見直しや教育活動の再整理
を行い、教育活動の質の向上につなげていくことが大切です。

教育課程への反映について
社会に開かれた教育課程を実現するためには、地域と教育目標について協議し、育てたい

資質・能力を明確化・可視化して、それを教育課程に反映していくことが重要となります。
総合的な学習の時間や特別活動の年間指導計画にゲストティーチャーの活用を位置付けて共
有している学校もあります。教育課程の編成を通じて児童生徒に身に付けさせたい資質・能
力や、育てたい児童生徒の姿を明らかにし、関係者全体が連携・協働して教育に携わるよう
になることが大切です。

協育ネットワーク関係者の参画について
学校運営協議会で協議した内容に基づいて、「学校運営への必要な支援」を充実させるた

めには、協育ネットワーク関係者の参画は効果的です。授業補助や登下校の見守りなどの取
組や、学習支援・体験の機会の提供等、多様な活動が効果的に実施されることが考えられま
す。その際、日常的に教職員や地域の関係者と連携・協働して活動が行うことが大切です。

学校運営協議会における協議内容や取組等の発信について
学校運営協議会で協議された内容や取組等の発信を課題としてあげている学校が半数程度

あります。学校ホームページなどを活用し、情報を発信することにより、保護者や地域住民等
への理解促進につなげていくことが大切です。

学校運営協議会関係者の理解促進、資質向上について
学校運営協議会の機能が十分に発揮されるためには、関係者が制度を正しく理解し、学校

運営協議会に当事者意識をもって参画することが重要です。教職員、学校運営協議会委員、
協育ネットワーク関係者等、コミュニティ・スクールに関わる関係者の資質向上に向けた研
修等も大切です。

【参考】コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議 最終まとめ
（令和４年３月１４日）
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コミュニティ・スクールの推進に向けて


